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カテゴリー:お知らせ 

 

 

救急電話相談・AI 救急相談の利用による適正受診を推進しています  

－救急の日・救急医療週間と併せ情報発信を強化－ 
 

 本県の令和４年の救急搬送人員は約３４万人と、過去最高を記録しました。また、

搬送者の約半数は、入院を必要としない軽症となっております。 

 こうした中、県では適正受診の取組として、急な病気やけがの際に、家庭での対処

方法や医療機関の受診の必要性について看護師が電話で相談に応じる埼玉県救急電

話相談や、チャット形式で気軽に相談が可能な埼玉県ＡＩ救急相談を実施しています。 

 ９月９日の救急の日及び救急医療週間に併せ、新たに地域の事業者様に御協力いた

だきながら情報発信を強化し、更なる適正受診を推進します。 

 

１ 救急の日・救急医療週間に併せた新たな広報 

 ⑴ ポスターの掲示・チラシ配布等 

 ア 鉄道駅におけるポスター掲示 

   （埼玉新都市交通株式会社・１３駅・９月） 

   （埼玉高速鉄道株式会社・７駅・９月） 

 イ 駅構内デジタルサイネージ・鉄道車内ビジョンでの映像 

    （埼玉高速鉄道株式会社・９月） 

  ウ 薬局店舗におけるチラシ配布、店舗内モニターでの放映 

   （ウエルシア薬局株式会社・県内２１０店舗・８月末～） 

 ⑵ 薬袋への印刷による広報等（株式会社鈴木薬局・９月） 

   浦和店において薬袋への印刷による広報実施 

  

 ※上記の他、様々な媒体による広報を通年体制で実施しています。 

    

   令和５年９月８日 

保健医療部 医療整備課 
地域医療対策担当 白田・米山   

直通 048-830-3559 
内線 3672 

E-mail: a3530-12@pref.saitama.lg.jp 
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２ 救急電話相談とは 

⑴ 相談時間  ２４時間３６５日 

⑵ 電話番号  ＃７１１９ 

※ ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳ、都県境の地域で御利用の場合は 

  ０４８－８２４－４１９９ 

⑶ 相談対応者 看護師 

 

３ 救急の日とは 

  救急医療や救急業務に対する正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識  

 の高揚を図ることを目的に、国、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会、 

 全国消防長会等が主催し、９月９日を「救急の日」としています。 

  ９月９日を含む１週間（今年は９月３日から９日まで）は「救急医療週間」 

 となっています。 

 

１（２）株式会社鈴木薬局 薬袋への印刷イメージ 


